
質問 回答
「健康調査票の非個人情報部分のデータ化については
再委任等により実施しても差し支えない」と記載があ
ります。
ゆえに、個人情報の箇所については、全て再委託禁止
という認識で間違いないでしょうか。

健康調査票の個人情報部分のデータ化については、ご理
解のとおり、再委託は出来ません。
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